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平成２４年度 利益相反自己申告書の提出について（依頼） 

 

 

 平素より利益相反マネジメントの実施に際しまして、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。  

 さて、今年度の定期申告については、６月４日～１５日までを提出期間として実施、更に２回

の督促を行なった結果の提出状況（全体として８３．７％。７月３１日現在）をもとに、９月４

日（火）に第１回利益相反マネジメント委員会を開催しましたが、当該自己申告は琉球大学利益

相反マネジメント規程第２２条により役職員に対する義務であることから、提出率の改善を求め

るよう意見が出されました。 

 なお、このことについては、教育研究評議会（９月２５日開催）においても報告いたしました。 

 つきましては、各部局長等には別紙のとおり未提出者のリストを添えますので、１０月２２

日（月）までに申告書をご提出下さるよう、貴部局所属の未提出者への催告及び周知方につい

てよろしくお願いいたします。 

 ご多忙中のところ恐縮ではございますが、ご協力下さいますようお願いいたします。 

  

※なお、この文書と行き違いでご提出済の際は、何卒ご容赦ください。 

 

 

【平成２４年度 利益相反定期自己申告の実施について】   

 http : / /w3.u-ryukyu.ac .jp /gakusaibu/chi iki /?p=493 4 

※学内広報HPの右側「各種事務手続き（申請・様式）」にある「H24 利益相反定期自己申告」

のバナーは、上記ＵＲＬにリンクしており、申告書のダウンロードが可能です。 
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